
川越市中小企業災害復旧資金融資
利子補助金

令和元年台風第１９号により市内の事業用資産に直接の被害を受け、事業活動
に支障が生じている中小企業者が、復旧のために借り入れた市の指定する災害復
旧資金融資に係る利子について、支払い実績に基づき補助します。

被災された事業者の皆様の します！

【災害復旧資金融資】
〇埼玉県 ：経営安定資金（大臣指定等貸付、知事指定等貸付）／経営あんしん資金
〇日本政策金融公庫 ：令和元年台風第１９号特別貸付／小規模事業者経営改善資金（マル経融資）
〇商工組合中央金庫 ：令和元年台風第１９号復旧支援つなぎ資金
〇取扱金融機関（※３）：プロパー融資

台風第１９号により市内に所在する施設、設備その他の事業用資産が直接の被害を受け、

市が発行 する被災証明書の交付を受けた中小企業者（※１）であって、令和元年１０月１２日から令和
２年１２月３１日までに下記の災害復旧資金融資の実行がされたもの。

利子補助金の対象融資

交付対象者の要件

利 子 補 助 金 の 額

上記の交付期間における各年の１月１日から１２月３１日までの間に取扱金融機関に支払った利子

（延滞利子を除く。）

利子補助金の交付期間

初回利払日の属する月から実行当初の完済予定日の属する月まで（１０年間を限度）

補助率及び補助限度額

補助率：１０／１０ 補助限度額：なし

（※１）・・・中小企業支援法第２条第１項に規定する者
（※２）・・・農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種
（※３）・・・銀行、信用金庫、信用組合、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫の埼玉県内に所在する本店及び支店並びに市長が

指定した埼玉県外の本店及び支店

（以下の要件を満たす必要があります）
〇事業所（個人は住所及び事業所）を１年以上引き続き市内に有していること。
〇中小企業信用保険法施行令第１条に規定する業種に属する事業（※２）を１年以上継続して営んで
いること。

〇納期限が到来した市税に未納がないこと。
〇他の地方公共団体等から台風第１９号からの復旧のために借り入れた融資に係る利子に対する
補助金の交付を受けていないこと。
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補助金交付までの流れ

⑨補助金交付 （市 ⇒ 中小企業者）

※交付決定通知書送付後、おおむね２週間後に補助金を振り込みます。

⑧補助金交付決定 （市 ⇒ 中小企業者）

※申請に係る審査後（おおむね１週間から１０日後）、交付決定通知書を送付します。

⑦補助金交付申請 （中小企業者 ⇒ 市）

※⑥の支払利子について、翌年２月末までに申請をしてください。（詳細はP.4を確認）

⑥利子支払 （中小企業者 ⇒ 取扱金融機関）

※１月１日から１２月３１日までに支払った利子が対象（延滞利子を除く。）

⑤変更届出 （中小企業者 ⇒ 市）

※③認定申込の内容に変更があった場合、廃業した場合などに提出してください。

④認定通知 （市 ⇒ 中小企業者）

※認定に係る審査後（おおむね１週間から１０日後）、認定通知書を送付します。

③認定申込 （中小企業者 ⇒ 市）

※融資の借入後、速やかに認定の申し込みをしてください。（詳細はP.3を確認）

②融資実行 （取扱金融機関 ⇒ 中小企業者）

①融資申込 （中小企業者 ⇒ 取扱金融機関）

※災害復旧資金融資の申し込み
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○利子補助金の交付対象となる中小企業者及び災害復旧資金融資等であるこ
とについて、事前に市の認定を受ける必要があります。
中小企業者の皆様は、災害復旧資金融資の借入後、速やかに次に掲げる書
類をご提出ください。

認定申込書類 下記【１】～【６】

【１】「川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付対象者等認定申込書」
（様式第１号）

【２】被災証明書の写し（指定様式）
・市福祉推進課（市本庁舎１階）にて交付を受けてください。

【５】事業所（個人は住所及び事業所）を１年以上引き続き市内に有し、
事業を１年以上継続して営んでいることを確認することができる書類

・法人：決算書の写し、登記事項証明書又は商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）等
・個人：住民票、白色申告書・青色申告書の写し、個人事業の開業・廃業等届出書等

提出書類の不足、記入漏れがあると認定できませんので、十分にご注意ください。

【３】取扱金融機関に提出した災害復旧資金融資の借入申込書等の写し
・取扱金融機関指定の借入申込書、埼玉県信用保証協会指定の信用保証委託申込書、
申込人（企業）概要 等

【４】災害復旧資金融資の実行を確認することができる書類
・取扱金融機関発行の金銭消費貸借契約書、償還予定表等の写し
埼玉県信用保証協会発行の信用保証書の写し 等

【６】納税証明請求書兼証明書（認定申込用・指定様式）
・当証明書・本人確認書類（運転免許証など）をご持参のうえ、収税課（市本庁舎２階）
又は連絡所・市民センターから交付を受けてください。

※窓口又は口座振替において、直近２週間以内に納税したものがあると、納税証明書
が正しく発行されない場合があります（窓口納税：約２週間以内、口座振替：約１
週間以内。納期限当日も含みます）。その場合、領収書（写し可）又は振替済みの
結果を記帳した通帳（写し可）を収税課又は連絡所・市民センター窓口まで併せて

お持ちください。
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○１月１日から１２月３１日までに取扱金融機関に支払った利子（延滞利子
を除く）について、翌年２月末日までに次に掲げる書類をご提出ください。

交付申請書類 下記【１】～【６】

【１】「川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付申請書」
（様式第５号）

【２】「川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金交付対象者等認定通知書」
（様式第２号）の写し

・認定申込後、市から中小企業者の皆様宛てに発行される通知書です。

提出書類の不足、記入漏れがあると振り込みできませんので、十分にご注意ください。

【３】①「川越市中小企業災害復旧資金融資利子支払証明書」（様式第６号）
又は②利子の償還状況を確認できる取扱金融機関発行の証明書類

・①、②どちらかをご提出ください。

【４】納税証明請求書兼証明書（交付申請用・指定様式）
・当証明書・本人確認書類（運転免許証など）をご持参のうえ、収税課（市本庁舎２階）
又は連絡所・市民センターから交付を受けてください。

※窓口又は口座振替において、直近２週間以内に納税したものがあると、納税証明書
が正しく発行されない場合があります（窓口納税：約２週間以内、口座振替：約１
週間以内。納期限当日も含みます）。その場合、領収書（写し可）又は振替済みの
結果を記帳した通帳（写し可）を収税課又は連絡所・市民センター窓口まで併せて

お持ちください。

お問い合わせ・お申し込み先
川越市 産業観光部 産業振興課（市本庁舎５階）
川越市元町１丁目３番地１
☎ ０４９－２２４－５９３４（直通）

■パンフレット及び申込書類一式は、上記の担当課にて配布しています。
また、川越市公式ホームページからもダウンロードできます。
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